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2002 年に前回の OECD SME Outlook が刊行されて以後、中小企業（SME）と

起業家活動は、活力、革新、柔軟性の 重要な源泉であり続けた。 

SME が OECD 加盟国の製造業の 95％以上を占め、多くのサービス産業にお
いてはさらに高いシェアを占めていることは注目に値する。また、大半の国で
SME は民間部門の雇用の 3 分の 2 を生み出し、職の創出に中心的な役割を担っ
ている。ここ数年、SME の数は全体的な企業人口に比して速いペースで増加し
ており、SME の雇用シェアを引き上げている。自営業者に占める女性の割合は
低いものの、女性が経営する SME は多くの国、中でも米国やカナダで力強い成
長を見せている。新企業はその性質からして革新的であり、SME はイノベーシ
ョン全体にとって特に推進力となっている。このイノベーションの波は国際化の
進展の恩恵を受けている。輸出入活動に加え、SME は国境を越えた戦略的提携、
合併買収、企業間協力やネットワーク構築といった道をこれまで以上に選択する
ようになっている。  

OECD 加盟国では、企業向けサービスや IT 関連産業、医療・高齢者向けサー
ビスなど、活況を見せるサービス部門において新規企業の参入率が高い。しかし、
多くの新規参入企業が長くは続かず、初年度に新規参入企業のおよそ 2 割が市場
から撤退し、次年度にはさらに多くが市場から去っている。経験豊富な新規参入
企業はスキル、経験、資金の面で恵まれており、起業活動に伴う課題にも十分対
応できる。欧州諸国は米国に比べると起業活力が弱い。米国では、参入に成功し
た企業は、欧州と比べて最初の数年で雇用をより拡大しているようである。日本
では、企業の撤退が参入を上回るという傾向が最近続いている。南米では、起業
活動は主にファミリービジネスと結びついているため、企業の拡大や国際化には
限界がある。それに対して、東アジアの起業家らは外部の資金ネットワークへの
アクセスを大幅に拡大し、さまざまな手本に学ぶことができるため、新興企業が
より急速に発展している。  

国際化が高まる中で、技術革新を続けることは競争力の維持に不可欠である。
SME の中でも新技術に根ざした企業は、技術を刷新し、技術的な躍進を遂げ、
それによって大企業に対して競争圧力をかけている。。実際、製造業の SME の
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3～6 割は新技術を導入している。大企業にいまだ後れを取っているものの、
SME は研究開発への比重を高めている。SME が行う研究開発の割合は、経済大
国より経済規模の小さい国々のほうが一般的に大きい。企業向けサービス業や金
融仲介業といった知識集約型サービス業においては、小規模企業により革新的な
傾向が見られる。技術革新に向けた取り組みのなかで、SME はネットワークや
クラスター、パートナーシップに対する依存度をますます高め、そこから情報、
ノウハウ、新技術へのアクセスを得ている。この点に関して、ICT（情報通信技
術）や e ビジネスの応用は、効率性や市場アクセス、コスト削減や取引の迅速化、
信頼性の向上を可能にするという観点から、SME にさまざまな恩恵を与える。
しかし、IT へのアクセス（PC やインターネット）はあらゆる規模の企業に普及
しているものの、大企業に比べると、小規模企業は新しい情報技術や e ビジネス
の導入が遅い。その主な理由は、適用能力が欠如していることや採算性の不透明
さである。だが技術革新活動から多くの成果を得るには、知的財産の適切な保護
が必要である。この点において、SME は知的財産権制度に関して実際的な知識
を十分に持ち合わせておらず、結果として現在の知的財産保護のシステムを活用
しきれていない。 

調査が行われた期間中、SME の活力と競争力の向上を主な目的とした、さま
ざまな新しい政策が実施された。特筆すべきことは、こうした政策の多くが、
2000 年にボローニャで開催された「第 1 回 OECD 中小企業大臣会合」でおよそ
50 カ国が採択した「中小企業政策に関するボローニャ憲章」の勧告に沿ってい
るということである。政策の中で注目すべきは、OECD 全域での製品市場規制の
緩和と、起業活動に対する行政上の障壁の撤廃である。雇用保護法の改革の動き
はあまり見られないが、同時に小規模な影響評価を含む規制影響分析、協議のメ
カニズム、平易な文言による法律の起草など、OECD 各国では特定の対策が普及
している。行政手続きの簡素化は ICT やウェブポータル、ネット上でのワンスト
ップサービスの普及により進展を見せている。この分野では、目覚ましい成果を
挙げている国もある。例えばオーストラリアでは、会社登記全体の 70%以上がオ
ンラインで行われている。フランスとスロバキア共和国は、創業の際の手続き、
時間、費用を削減する対策を実施している国のなかで、特に成果を上げている。
またハンガリーやニュージーランドなどでは、企業の税負担の軽減策を講じてい
る。事業の移転や継承は、特に EU において政策の対象として注目が集まってい
る。全体的に見てみると、2003 年に最も規制の少なかった国は英国、カナダ、
アイルランド、ノルウェーである。 

各国政府でも起業家精神を養う教育や訓練に対する関心が高まっている。教
育や訓練の場で起業家精神を教えるための方法は、一つではない。若者は自ら事
業を興す方法を学ぶべきなのか、それとも姿勢を変えリスクを厭わない精神を教
えられるべきなのか。米国は前者のアプローチを好む傾向にあり、スウェーデン
は後者を選択している。英国は両方のアプローチを採用している。大学における
起業家教育は、特に米国で発展しており、いまやその範囲はビジネス以外の分野
に及んでいる。例えばスタンフォード大学の起業モデルは、多くの人々からシリ
コンバレーの主要な原動力と見られている。2000 年に採択された欧州中小企業
憲章の目標のひとつは、すべての教育段階でビジネスと起業家精神について教え、
経営者向けの訓練制度を開発することである。女性の起業家を支援する対策もす
でに実施されている。例えば、ドイツでは 2003 年に女性のための起業支援を専
門とする機関が設立され、英国では 2004 年に女性の起業支援のための戦略的枠
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組みが、またニュージーランドでは同じくニュージーランド女性のための行動計
画 2004 が策定された。  

SME の高いリスクを軽減するために、SME による資金調達の円滑化に向けら
れた政策もある。最近の政策の中で注目すべきは、非上場証券取引市場の創設、
ベンチャー投資資金による年金基金への投資の規制緩和、ビジネスエンジェルネ
ットワーク（個人投資家ネットワーク）への支援増強、そして融資や融資保証を
通じた SME の負債金融への強力支援の継続などである。フランスでは、2000 年
に小規模事業の創設を促進するための融資手段として雇用創出融資制度が設立さ
れた。。ドイツでは最近、このような融資商品をすべて起業家向け融資として統
一しており、それ 2004 年上半期に実質的に承認がされた。カナダ、ドイツ、英
国、イスラエルなど多くの国々では、税制を SME の資金調達能力を高めるため
の手段として活用している。  

これと並行して、SME による研究開発活動の支援などを通じて、SME の知識
と技術革新の基盤を強化する取り組みがこの数年で本格化している。オーストラ
リア、ハンガリー、イタリア、ポルトガル、スイスなど多くの国では研究開発支
援全体の 3 分の 2 かそれ以上を SME に与えている。少なくとも半数の OECD 加
盟国政府が小規模企業の研究開発に対し租税補助金を適用している。SME によ
る技術革新と技術獲得を支援するために、各国政府は SME に対し、とりわけ
SME の国際化に貢献するネットワークや官民協力、クラスターなどへの参加を
奨励している。フランスや日本などでは、SME は次第にグローバルバリューチ
ェーンへの参加を促されるようになっている。日本の中小企業庁はインターネッ
ト上の共有データベースに登録された日本と海外の SME を仲介するビジネスマ
ッチングサービスを運営している。大半の OECD 加盟国の政府は、市場調査サ
ービスを行うプログラムや、基準と品質の面で支援を行うプログラムを実施して
いる。スペインでは輸出可能性を厳密に分析して作られた対外進出促進プランが
あり、増加を続ける SME の海外事業展開を可能にしている。 

グローバル化した知識集約型経済のなかで SME の成長を促進させるには、起
業家精神と技術革新が重要であり、このことは 2004 年 6 月にイスタンブールで
開催された「第 2 回中小企業大臣会合」の場で強調された。会議では、革新的で
国際競争力のある中小企業の成長促進に関するイスタンブール大臣宣言が採択さ
れた。さらにこの会合の際に初めて、OECD 加盟国及び非加盟の国と地域の閣僚
と代表者は、この分野におけるより実証に基づいた政策策定の必要性を認めた。
閣僚らは SME と起業に関する国際的に比較可能な信頼性の高い統計基盤を作る
ことを強く要請し、このための活動計画を実施するよう OECD に要請した。統
計と指標が正確であればそれだけ、政策の策定とその実効性を高めるとともに、
政策評価に根拠を与え、評価文化の普及に貢献することになる。 

OECD 加盟国間、及び非加盟国との政策対話と協力を継続する必要性を再確
認する一方で、閣僚らは多くの問題を提起し、OECD に対し、特に以下の分野の
進展に向けた活動を行うよう要請している。 

• SME の資金調達能力を高め、SME が成長の各段階において適切に構造化され

たベンチャー投資資金を利用できるようにする。対応策として、OECD では

このテーマに関する国際会議を 2006 年にブラジルで開催するべく準備する。 

• SME の国際市場への参入を阻害する障壁を撤廃する方法を明らかにする。

OECD はアジア太平洋経済協力会議（APEC）と共同で、こうした障壁を撤廃
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する方法を明らかにするための研究を行い、その研究結果を 2006 年にギリシ

ャで開かれる国際会議で発表する。 

• グローバルバリューチェーンと SME がそこから利益を得る方法への理解を深

める。このために、OECD は国連貿易開発会議（UNCTAD）やその他のパー

トナーと共同研究を実施している。 

• OECD 加盟国が関心を有する非加盟国および国際機関と協力して、SME 政策

とプログラムの評価を行うための成功事例（ベストプラクティス）の普及活

動を行う。このために、OECD では SME 政策とプログラムの評価のためのベ

ストプラクティス・ハンドブックを作成中であり、検証を行うことになって

いる。 

• 女性による起業家の育成に関するベストプラクティスの普及に努め、この分

野において OECD が得た先駆的な経験を共有する。 
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